
経済１－１ 

許認可等の内容 臨時休業等の承認 

根拠法令及び条項 鳥取市公設地方卸売市場条例第４条第３項 

担  当  課 経済・雇用戦略課 処 分 権 者 市 長 

標 準 処 理 期 間 ７日 設 定 日 平成 12年４月１日 

審 査 基 準 

 臨時休業等の承認は、出荷者及び消費者の利益を確保するため、特に必要があるかどうかについ

て審査し、決定する。具体的には、取扱品目に係る生産出荷の事情、小売商の貯蔵販売能力及び消

費者の食習慣、購買等を十分考慮して判断するものとする。 

 

変更日 令和２年６月 21 日 

 

経済１－２ 

許認可等の内容 せり人の登録 

根拠法令及び条項 鳥取市公設地方卸売市場条例第８条第３項 

担  当  課 経済・雇用戦略課 処 分 権 者 市 長 

標 準 処 理 期 間 30日 設 定 日 平成８年４月１日 

審 査 基 準 

せり人の登録は、条例施行規則第 10 条の３各号に定める者に該当するかどうかについて審査し、

決定する。 

第４号の「せりを行うのに必要な経験及び能力を有しない者」とは、具体的には、次に掲げる基準

に該当しない者とする。 

１ 登録申請時において満 20 歳以上の者であること。 

２ 青果物、水産物又は花きの卸売業務についての経験年数が 2 年以上で、かつ、当該物品の取引

について、評価の経験があると認められる者であること。 

３ 卸売業者の推薦した者であること。 

変更日 令和２年６月 21 日 

変更日 令和３年２月９日 

 



経済１－３ 

許認可等の内容 仲卸業者及び買受人以外の者に対する卸売の承認 

根拠法令及び条項 鳥取市公設地方卸売市場条例第 25条第１項第２号イ又は第３号イ 

担  当  課 経済・雇用戦略課 処 分 権 者 市 長 

標 準 処 理 期 間 14日 設 定 日 平成 17年 10月１日 

審 査 基 準 

 仲卸業者及び買受人以外の者に対する卸売の承認は、当該卸売が条例第 25 条第１項第２号イ又

は第３号イに該当する場合に当該卸売が取引の秩序を乱すおそれがないかどうかについて審査し、

決定する。具体的には、次の事項等を判断して行う。 

１ 第２号イ関係 

  他の市場の卸売業者に対し卸売業務を行うことにより本市場の取引の秩序を乱すおそれがある

場合であるかどうかの判断は、当該取引に係る卸売数量が一般的な取引で扱われる卸売数量と比

較して特別に多量であるかどうかに照らして行うものとする。 

２ 第３号イ関係 

  食品製造業者等に対し卸売業務を行うことにより取引の秩序を乱すおそれがある場合であるか

どうかの判断は、当該取引に係る卸売数量が一般的な取引で扱われる卸売数量と比較して特別に

多量であるかどうかに照らして行うものとする。 

 

 

変更日 令和６年９月 26 日 

 

経済１－４ 

許認可等の内容 仲卸業者及び買受人以外の者に対する卸売の変更の承認 

根拠法令及び条項 鳥取市公設地方卸売市場条例第 25条第２項 

担  当  課 経済・雇用戦略課 処 分 権 者 市 長 

標 準 処 理 期 間 14日 設 定 日 平成 17年 10月１日 

審 査 基 準 

 「仲卸業者及び買受人以外の者に対する卸売の承認」の審査基準を準用する。 

 

変更日 令和６年９月 26 日 

 



経済１－５ 

許認可等の内容 市場外の場所の指定 

根拠法令及び条項 鳥取市公設地方卸売市場条例第 27条第１項第１号 

担  当  課 経済・雇用戦略課 処 分 権 者 市 長 

標 準 処 理 期 間 14日 設 定 日 平成８年４月１日 

審 査 基 準 

 市場外の場所の指定は、次に掲げる場合に行う。 

 市長が、鳥取市公設地方卸売市場に係る開設区域内における交通事情、生鮮食料品等の保管又は

貯蔵のための場所の存在の状況等から、当該開設区域内における効率的な売買取引のために必要で

あり、かつ、取引の秩序を乱すおそれがないと認めたとき。 

 

変更日 令和２年６月 21 日 

 

経済１－６ 

許認可等の内容 市場外にある物品の卸売の承認 

根拠法令及び条項 鳥取市公設地方卸売市場条例第 27条第１項第２号 

担   当   課 経済・雇用戦略課 処 分 権 者 市 長 

標 準 処 理 期 間 14日 設 定 日 平成 17年 10月１日 

審 査 基 準 

 市場外にある物品の卸売の承認は、次のすべての事項に該当するかどうかについて審査し、決定す

る。 

１ 条例施行規則第 26 条で定める生鮮食料品等の卸売をしようとする場合であること。 

２ 品目ごとの情報内容が価格形成上十分であること。 

３ 市場における売買参加者の全てが取引に参加することが可能であり、参加者に公表された情報

に基づき取引を行うシステムであること。 

４ 物品の引渡方法が、取引において確実に定められていること。 

 

変更日 令和２年６月 21 日 

 



経済１－７ 

許認可等の内容 市場外にある物品の卸売の変更の承認 

根拠法令及び条項 鳥取市公設地方卸売市場条例第 27条第３項 

担  当  課 経済・雇用戦略課 処 分 権 者 市 長 

標 準 処 理 期 間 14日 設 定 日 平成 17年 10月１日 

審 査 基 準 

「市場外にある物品の卸売の承認」の審査基準を準用する。 

 

経済１－８ 

許認可等の内容 受託契約約款の承認 

根拠法令及び条項 鳥取市公設地方卸売市場条例第 30条第１項 

担  当  課 経済・雇用戦略課 処 分 権 者 市 長 

標 準 処 理 期 間 14日 設 定 日 平成８年４月１日 

審 査 基 準 

 受託契約約款の承認は、条例第 30 条第２項各号に掲げる事項について審査し、決定する。具体

的には、次に掲げるところによる。 

「中央卸売市場における業務運営について（平成 12 年３月 31 日付け 12 食流第７４６号農林水

産省通知）」の第４－８による。 

 

変更日 令和２年６月 21 日 

 



経済１－９ 

許認可等の内容 受託契約約款の変更の承認 

根拠法令及び条項 鳥取市公設地方卸売市場条例第 30条第３項 

担  当  課 経済・雇用戦略課 処 分 権 者 市 長 

標 準 処 理 期 間 14日 設 定 日 平成８年４月１日 

審 査 基 準 

 「受託契約約款の承認」の審査基準を準用する。 

 

経済１－10 

許認可等の内容 受託物品の異状の確認 

根拠法令及び条項 鳥取市公設地方卸売市場条例第 31条第１項又は第２項 

担  当  課 経済・雇用戦略課 処 分 権 者 市 長 

標 準 処 理 期 間 ３日 設 定 日 平成 12年４月１日 

審 査 基 準 

 受託物品の異状の確認は、条例施行規則第 34 条第１項に規定する申請があった場合に、市長の

指定する職員が行い、受託物品の種類、数量、等級、品質等について審査し、決定する。具体的に

は、次のいずれかに該当する場合に、異常を認める。 

１ 委託者が故意又は過失により粗悪品を混入し、選別不十分と認める場合 

２ 表示された量目と内容量が著しく相違している場合 

３ 委託者の故意又は過失により等級と現品の内容が著しく相違している場合 

 

変更日 平成 17 年 10 月１日 

変更日 令和２年６月 21 日 

 



経済１－11 

許認可等の内容 売買仕切金の前渡し等の承認 

根拠法令及び条項 鳥取市公設地方卸売市場条例第 41条第１項 

担  当  課 経済・雇用戦略課 処 分 権 者 市 長 

標 準 処 理 期 間 14日 設 定 日 平成８年４月１日 

審 査 基 準 

 売買仕切金の前渡し等の行為の承認は、条例第 41 条第３項の規定により、当該行為が卸売業者の

財務の健全性を損ない、又は市場における業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認

められるかどうかについて審査し、決定する。 

ここで、「財務の健全性を損なうおそれ」とは、卸売業者がその業務を執行するのに必要な資力信

用を有しなくなるおそれがある場合とする。 

 

変更日 令和２年６月 21 日 

 

経済１－12 

許認可等の内容 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者に対する市場施設の使用の指定 

根拠法令及び条項 鳥取市公設地方卸売市場条例第 44条第１項 

担  当  課 経済・雇用戦略課 処 分 権 者 市 長 

標 準 処 理 期 間 14日 設 定 日 平成８年４月１日 

審 査 基 準 

 卸売業者に対する市場施設の使用の指定は、条例第６条の２の規定に基づく卸売業務の許可を受

けた者に対して、仲卸業者に対する市場施設の使用の指定は、条例第 11 条の３の規定に基づく仲

卸業務の許可を受けた者に対して、関連事業者に対する市場施設の使用の指定は、条例第 15 条の

規定に基づく関連事業者の許可を受けた者に対して行う。 

 それぞれ具体的には売場、生鮮食料品等の保管所及び積込所、駐車場その他生鮮食料品等の取引

及び荷さばきに必要な相互規模の施設が、市場の機能を営むために相互に緊密な関連をもって運営

されるよう配置できるかどうかについて審査し、指定するものとする。 

変更日 令和２年６月 21 日 

変更日 令和６年９月 26 日 

 



経済１－13 

許認可等の内容 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者以外の者に対する市場施設の使用の許可 

根拠法令及び条項 鳥取市公設地方卸売市場条例第 44条第２項 

担  当  課 経済・雇用戦略課 処 分 権 者 市 長 

標 準 処 理 期 間 14日 設 定 日 平成８年４月１日 

審 査 基 準 

 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者以外の者に対する市場施設の使用の許可は、次のすべての事

項に該当するかどうかについて審査し、決定する。 

１ 市場の業務の適正かつ健全な運営が確保され、かつ、市場の機能に支障を生じるおそれがない

と認められること。 

２ 生鮮食料品等の取引及び流通における諸条件の変化のもとで、市民生活の安定に資することを

目的とする市場において特に必要があると認められること。 

３ 条例施行規則第 42 条の３各号に掲げる者であること。 

 

変更日 令和２年６月 21 日 

変更日 令和６年９月 26 日 

 

 

経済１－14 

許認可等の内容 市場施設の使用の指定又は許可（更新） 

根拠法令及び条項 鳥取市公設地方卸売市場条例第 44条の２ 

担  当  課 経済・雇用戦略課 処 分 権 者 市 長 

標 準 処 理 期 間 30日 設 定 日 平成 12年４月１日 

審 査 基 準 

「卸売業者、仲卸業者及び関連事業者に対する市場施設の使用の指定」又は「卸売業者、仲卸業

者及び関連事業者以外の者に対する市場施設の使用の許可」の審査基準を準用する。 

 

変更日 令和６年９月 26 日 

 



経済１－15 

許認可等の内容 営業行為の承認 

根拠法令及び条項 鳥取市公設地方卸売市場条例第 58条第１項 

担  当  課 経済・雇用戦略課 処 分 権 者 市 長 

標 準 処 理 期 間 14日 設 定 日 令和２年６月 21日 

審 査 基 準 

 営業行為の承認は、市場において特に必要と認められるかどうかについて審査し、決定する。具

体的には、次に掲げる場合とする。 

１ 市が即売会、イベント等の催しを行う場合 

２ 条例施行規則第 42 条の３第１号に掲げる者が条例第 44 条第２項の許可に基づき、市場の業

務に関連する生鮮食料品等の物品の販売を行う場合 

 

 

経済１－16 

許認可等の内容 価格の表示における符号使用の承認 

根拠法令及び条項 鳥取市公設地方卸売市場条例施行規則第 28条 

担  当  課 経済・雇用戦略課 処 分 権 者 市 長 

標 準 処 理 期 間 ７日 設 定 日 平成 12年４月１日 

審 査 基 準 

価格の表示における符号使用の承認は、適正かつ効率的な取引に支障がないと認められる場合

で、慣習のある場合にのみ行うこととする。 

 

変更日 令和２年６月 21 日 

 



経済１－17 

許認可等の内容 利用の許可等 

根拠法令及び条項 鳥取市あおや和紙工房の設置及び管理に関する条例 第５条第 1項 

担 当 課 経済・雇用戦略課 処 分 権 者 指定管理者 

標 準 処 理 期 間  ７日 設 定 日 平成２３年 4月 1日 

審査基準 
あおや和紙工房の利用の許可は、第６条各号に規定する許可の基準に該当するかどうかについて審査

し、決定する。具体的には、次のいずれかに該当するときは、利用の許可は行わないものとする。 

１ 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

２ 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。 

３ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定す

る暴力団の利益になると認めるとき。 

ここで、「暴力団の利益になると認めるとき」とは、暴力団の活動に利用されることにより当該暴

力団の利益になると認められるときをいい、暴力団員個人の私的な利用については対象としない。具

体的には、組長の襲名披露式又は脱法行為の研究会等の会場として使用するとき、収益金が暴力団の

活動資金となる興行を行うとき等をいう。 

４ 前３号に掲げるときのほか、あおや和紙工房の管理上支障があると認めるとき。 

ここで、「管理上支障がある」とは、１及び２の場合に準ずるような管理上の支障をきたす具体的

な危険がある場合をいう。 

つまり、客観的に見て他の利用者の利用を妨げることが明らかであるなど、管理運営上の支障を生

じることが十分に予想できると合理的に認められるとき又はあおや和紙工房設置の目的に照らして

不適当な利用の目的又は形態等であると認められるときをいう。 

変更日 令和７年１月２０日 

 

経済１－18 

許認可等の内容 印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為の許可 

根拠法令及び条項 鳥取市あおや和紙工房の設置及び管理に関する条例 第 11条第 1項第 4号 

担 当 課 経済・雇用戦略課 処 分 権 者 指定管理者 

標 準 処 理 期 間  １日 設 定 日 平成２３年 4月 1日 

審査基準 
 印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為の許可は、次のすべての事項に該当す

るかどうかについて審査し、決定する。 

１ 「使用の許可」の審査基準を満たしていること。 

２ あおや和紙工房で当該行為を行う必要性があり、かつ、同施設の用途、目的を妨げないと認められ

ること。具体的には、大会や講演会を開催する目的で「使用の許可」を得た場合における物品や書籍

の販売、広告物の掲示若しくは配布又は看板若しくは立札類の設置などがある。 

 

変更日 令和７年１月２０日 

 

  



経済１－19 

許認可等の内容 利用の許可等 

根拠法令及び条項 鳥取市佐治町和紙生産伝習施設の設置及び管理に関する条例 第５条第 1 項 

担 当 課 経済・雇用戦略課 処 分 権 者 指定管理者 

標 準 処 理 期 間  ７日 設 定 日 平成１８年４月１日 

審査基準 
佐治町和紙生産伝習施設の利用の許可は、第６条各号に規定する許可の基準に該当するかどうかにつ

いて審査し、決定する。具体的には、次のいずれかに該当するときは、利用の許可は行わないものとす

る。 

１ 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

２ 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。 

３ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定す

る暴力団の利益になると認めるとき。 

ここで、「暴力団の利益になると認めるとき」とは、暴力団の活動に利用されることにより当該暴

力団の利益になると認められるときをいい、暴力団員個人の私的な利用については対象としない。具

体的には、組長の襲名披露式又は脱法行為の研究会等の会場として使用するとき、収益金が暴力団の

活動資金となる興行を行うとき等をいう。 

４ 前３号に掲げるときのほか、佐治町和紙生産伝習施設の管理上支障があると認めるとき。 

ここで、「管理上支障がある」とは、１及び２の場合に準ずるような管理上の支障をきたす具体的

な危険がある場合をいう。 

つまり、客観的に見て他の利用者の利用を妨げることが明らかであるなど、管理運営上の支障を生

じることが十分に予想できると合理的に認められるとき又は佐治町和紙生産伝習施設設置の目的に

照らして不適当な利用の目的又は形態等であると認められるときをいう。 

 

変更日 令和７年１月３０日 

 

経済１－20 

許認可等の内容 印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為の許可 

根拠法令及び条項 鳥取市佐治町和紙生産伝習施設の設置及び管理に関する条例第 11 条第 1 項第 4 号 

担 当 課  経済・雇用戦略課 処 分 権 者 指定管理者 

標 準 処 理 期 間  １日 設 定 日 平成１８年４月１日 

審査基準 

 印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為の許可は、次のすべての事項に該当す

るかどうかについて審査し、決定する。 

１ 「使用の許可」の審査基準を満たしていること。 

２ 佐治町和紙生産伝習施設で当該行為を行う必要性があり、かつ、同施設の用途、目的を妨げないと

認められること。具体的には、大会や講演会を開催する目的で「使用の許可」を得た場合における物

品や書籍の販売、広告物の掲示若しくは配布又は看板若しくは立札類の設置などがある。 

 

変更日 令和７年１月３０日 

 


